
介護保険指定施設              

介護保険指定事業所                    2026年 4月１日現在                                                  

地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

当施設（事業所）は介護保険の指定を受けています。 

（仙台市 指定 ０４９５１００２１６） 

 

１．経営法人（事業者） 

（１）法人名         社会福祉法人 幸生会 

（２）法人所在地     宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５－１ 

（３）電話番号       ０２２－３９１－６６５８ 

（４）代表者氏名     理事長 金森 従雄 

（５）設立年月       １９９６年２月１日 

 

２．施設（事業所）の概要 

（１）施設（事業所）の種類    指定地域密着型介護老人福祉施設 ・２０１２年１０月１日指定 

（２）施設（事業所）の名称    地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス 

（３）施設（事業所）の所在地  宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２４－２ 

（４）電話番号           ０２２－３９１－０５７１ 

（５）管理者氏名         施設長  菅原 尚浩 

（６）開設年月           ２０１２年１０月１日 

（７）営業日及び営業時間 

営 業 日 年 中 無 休 

受付時間 随     時 

（８）利用定員             地域密着型介護老人福祉施設  ２９人（定員） 

（９）居室等の概要 

 居室・設備の種類 室数 備考 

１階 個室 １９室  

２階 個室 ２０室 内：ショートステイ１０室 

合  計 ３９室  

食  堂 ４室 各ユニット共用スペース 

浴  室 ２室 特殊浴槽（１階・２階の各階に設置） 

医 務 室 １室  

※上記は、厚生労働省が定める基準により、配置が義務づけられている施設・設備です。 

（１０）ユニット数 １階：２ユニット（１０人・９人） ２階：２ユニット（１０人・１０人） 

（１１）本体施設    特別養護老人ホーム泉クラシック （介護老人福祉施設） 

 

３．職員の配置状況 

１．指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

職  種 
配 置 職 員 数 

常勤換算 指定基準 
専従 非常勤 兼務 

１．施設長（管理者）   １名 ０．２名 １名（兼務可 ） 

２．副施設長 

（管理代行） 

  １名 １．０名 １名（常勤） 

３．介護職員 １８名 ６名  ２１．７名 １０名 

４．看護職員 ２名     ２．０名 １名以上（兼務可） 

５．介護支援専門員   ２名  ２．０名 １名（兼務可） 

６．生活相談員    ２名 ２．０名 １名 

７．医   師  １名  ０．１名 １名（非常勤可） 



８．管理栄養士   １名 ０．２名 １名（兼務可） 

９．機能訓練指導員 １名   １．０名 １名（長期専従） 

１０．事務員 １名   １．０名  

 

２．主な職種の勤務体制 

職  種 勤 務 体 制 

１．医  師（非常勤） 週１回   ９：３０～１１：３０ 

      １４：３０～１６：３０ 

２．介護職員 早番～遅番： 

７：３０～２２：００（早番・日勤・遅番） 

深夜： 

２１：４５～翌日７：４５    

夜勤： 

１７：００～翌日１０：００ 

    （１階フロア：１名 ２階フロア １名） 

    （２４時間体制で対応しています。） 

３．生活相談員（常勤） 

介護支援専門員（常勤） 

早番：    ８：３０～１７：３０ 

日勤：    ９：００～１８：００ 

４．看護職員 

機能訓練指導員（常勤） 

早番：    ８：００～１７：００  

       ８：３０～１７：３０ 

日勤：    ９：００～１８：００   

遅番：    ９：３０～１８：３０   

５．管理栄養士（本体施設兼務） 

 

早番：    ８：３０～１７：３０ 

日勤：    ９：００～１８：００ 

 

４．主な協力医療機関 

・ 貝山中央病院（嘱託医） 

・ 内科 佐藤病院   （内科） 

・ 東北公済病院    （内科・外科・消化器内科・泌尿器科・婦人科・耳鼻咽喉科） 

・ 広瀬病院      （内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科） 

・ 鈴木歯科医院    （歯科） 

・ 仙台徳洲会病院   （内科、神経内科、眼科、皮膚科、泌尿器科） 

・ イムス明理会仙台総合病院（（内科、神経内科、眼科、皮膚科、脳神経科） 

 

５．当施設（事業所）の利用料金 

○地域密着型介護老人福祉施設（特養長期入所）の利用料金 

※契約者によっては、市町村の認定により自己負担額が減額される場合があります。 

（１） 個室をご利用時 

 １日あたりの基本利用料のみの額 

１．ご契約者の

要介護度とサー

ビス利用料金  

要介護１ 

７，００４円 

要介護２ 

７，７３３円 

要介護３ 

８，５０３円 

要介護４ 

９，２５３円 

要介護５ 

９，９７２円 

２．自己負担額 

（1割負担） 

７０１円 ７７４円 ８５１円 ９２６円 ９９８円 

 

（2割負担） 
１，４０１円 １，５４７円 １，７０１円 １，８５１円 １，９９５円 

 

（3割負担） 
２，１０２円 ２，３２０円 ２，５５１円 ２，７７６円 ２，９９２円 



（２）加算料金（サービスの利用に応じてかかる加算額） 

入院・外泊時費用 

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅に

おける外泊を認めた場合（１か月に 6日を限度）      

253円／日（1割負担）・506円／日（2割負担）・758円（3割負担） 

初期加算 

入所日から起算して 30 日以内の期間又は 30 日を超える入院後に再入所し

た場合 

31円／日（1割負担）・62円／日（2割負担）・93円／日（3割負担） 

安全対策体制加算 

安全対策に係る外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策

部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 

21円／回（1割負担）・41円／回（2割負担）・62円／回（3割負担） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 1ヶ月のご利用単位数に 14，0％を乗じた額を加算。 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 
計画を作成し、サービス提供の同意を得た上で機能訓練を実施した場合 

13円／日（1割負担）・25円／日（2割負担）・37円／日（3割負担）       

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計 

画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練実施に当たって、当該 

情報その他の機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用す 

る場合 21円／月（1割負担）・41円／月（2割負担）・62円／月（3割負担） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

褥瘡発生を予防するため、関連項目について定期的な評価を実施し、その

結果に基づき褥瘡発生の可能性のある利用者に対して褥瘡ケア計画に従い

褥瘡管理を実施した場合 

3円／月（1割負担）・ 6円／月（2割負担）・ 9円／月（3割負担） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、 

施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所等 

について、褥瘡の発生がない場合 

14円／月（1割負担）・27円／月（2割負担）・40円／月（3割負担） 

排せつ支援加算（Ⅰ） 

排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについ 

て、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、 

少なくとも６月に１回は評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、 

排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。また、評価の結果、 

適切な対応を行うことにより要介護状態の軽減が見込まれる者について、 

排せつに介護を要する原因分析、計画作成を行い、当該支援計画に基づく 

支援を継続して実施するとともに、少なくとも３月に１回、入所者等ごと 

に支援計画の見直している場合 

11円／月（1割負担）・21円／月（2割負担）・31円／月（3割負担） 

排せつ支援加算（Ⅱ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において、要介護状 

態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿・排便の 

状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又は 

おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 

16円／月（1割負担）・31円／月（2割負担）・47円／月（3割負担） 

排せつ支援加算（Ⅲ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設において、要介護状 

態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較して、排尿・排便の 

状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ 

おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 

21円／月（1割負担）・41円／月（2割負担）・62円／月（3割負担） 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の算定要件に加え、利用者の疾病の状況を 

厚生労働省に提出した場合 

52円／月（1割負担）・103円／月（2割負担）・154円／月（3割負担） 

看護体制加算（Ⅰ） 
常勤の看護師を１名以上配置して場合           

１３円／日（１割負担）・２５円／日（２割負担）・３７円／日（３割負担）                             

看護体制加算（Ⅱ） 
常勤の看護職員を２名以上配置して場合           

２４円／日（１割負担）・４８円／日（２割負担）・７１円／日（３割負担） 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 
夜勤を行う介護職員等の数が、最低基準を１人以上、上回っている場合 

４８円／日（１割負担）・９５円／日（２割負担）・142円／日（３割負担） 



日常生活継続支援加算（Ⅱ） 

新規入所者のうち、要介護４〜５の割合が７０％以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ

以上の割合が６５％以上の場合又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各

号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が現入居者の１５％以上である場合        

４８円／日（1割負担）・９５円／日（２割負担）・１４２円／日（３割負担） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
介護福祉士を 60％以上配置している場合 

19円／日（1割負担）・37円／日（2割負担）・56円／日（3割負担） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

介護福祉士を 50％以上又は常勤職員を 75％以上又は勤続 7年以上の介護職 

員を 30％以上配置している場合 

7円／日（1割負担）・13円／日（2割負担）・19円／日（3割負担） 

若年性認知症入所者受入加算 

受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心 

に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

124円／日（１割負担）・247円／日（２割負担）・370円／日（3割負担） 

療養食加算 

管理栄養士又は栄養士によって管理され、入所者の年齢、心身の状況によ 

り適切な栄養量及び内容の食事提供が行われている場合 

6円／食（1割負担）・12円／食（2割負担）・19円／食（3割負担） 

ADL維持等加算（Ⅰ） 

評価対象者全員に対し、一定の研修を受けた評価者が ADL値を測定し、計 

算した ADL利得の平均値が 1以上である場合 

31円／月（１割負担）・62円／月（２割負担）・93円／月（3割負担） 

ADL維持等加算（Ⅱ） 

評価対象者全員に対し、一定の研修を受けた評価者が ADL値を測定し、計 

算した ADL利得の平均値が 1以上である場合 

62円／月（１割負担）・124円／月（２割負担）・185円／月（3割負担） 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか 

ら介護を必要とする認知症の者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合。 

認知症の者の占める割合が 2分の 1以上であり、認知症介護に係る専門的 

な研修を修了している者を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実 

施している場合 

3円／日（１割負担）・6円／日（２割負担）・9円／日（3割負担） 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を 1名以上配置し、認知 

症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合。 

124円/月（1割負担）・247円/月（2割負担）・370円/月（3割負担） 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

（Ⅱ）の要件を満たし、業務改善の成果が確認されている、見守り機器等 

のテクノロジーを複数導入している、職員間の適切な役割分担を行ってい 

る場合 

103円/月（1割負担）・206円/月（2割負担）・309円/月（3割負担） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

利用者の安全・介護サービスの質の向上・職員の負担軽減に資する方策を 

検討する委員会の開催、見守り機器等のテクノロジーの導入、効果を示す 

データの提供等を行った場合 

11円/月（1割負担）・21円/月（2割負担）・31円/月（3割負担） 

経口維持加算（Ⅰ） 

摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師 

の指示に基づき、多職種の者が共同して経口による継続的な食事の摂取を 

進めるための取り組みを行った場合 

411円/月（1割負担）・822円/月（2割負担）・1,233円/月（3割負担） 

看取り介護加算（Ⅰ） 

 

 

医師が、医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断しご契約者の同意を得て、

見取りに関する指針に基づきサービス提供を行った場合 （死亡日以前 45 日を限度

として） 

〇死亡日 45日～31日前 

74円／日（1割負担）148円／日（2割負担）222円／日（3割負担） 

〇死亡日 30日～4日前 

148円／日（1割負担）296円／日（2割負担）444円／日（3割負担） 

〇死亡日の前日・前々日 

699円／日（1割負担）1,397円／日（2割負担） 

2,095円／日（3割負担） 

〇死亡日 

1,315円／日（1割負担）2,629円／日（2割負担）3,944円／日（3割負担） 



精神科医師定期的療養指導加算 

認知症である入所者が全入所者の 3 分の 1 以上を占め、精神科を担当する医師によ

る定期的な療養指導が月に 2回以上行われており、その記録を残しておく等の条件

を満たした場合 

5円／日（1割負担）・10円／日（2割負担）・15円／日（3割負担） 

協力医療機関連携加算 

協力医療機関との間で情報を共有する会議を定期的に開催し、その概要を記録する

等の条件を満たした場合 

５２円／月（1割負担）・103円／月（2割負担）・154円／月（3割負担） 

高齢者施設等感染症対策向上加算

（Ⅰ） 

感染対策の実施や、感染症発生時の医療機関との連携体制を評価する。感染対策担

当者が研修や訓練に参加する等の条件を満たした場合。 

11円／月（1割負担）・21円／月（2割負担）・31円／月（3割負担） 

 

 

○介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

※①居住費及び②食費については、申請し市町村より認定を受けた場合、利用者負担第１段階から第３段

階まで減額されます。ご利用の際、介護保険証とともに負担限度額認定証をご提示下さい。 

 

①居住費 

利用者負担第１段階 ８８０円／日 

利用者負担第２段階 ８８０円／日 

利用者負担第３段階①② １，３７０円／日 

利用者負担第４段階 ２，６００円／日 

① 食 費 

 

利用者負担第１段階   ３００円／日 

利用者負担第２段階   ３９０円／日 

利用者負担第３段階①   ６５０円／日 

利用者負担第３段階②   １３６０円／日 

利用者負担第４段階 １４４５円／日 

② 複写物の交付 コピー、用紙代等 １０円／枚 

③ 日常生活上必要とな

る諸費用 

 

日常生活品や嗜好品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費

用でご契約者に負担いただくことが適当であるもの 

例）医療費、医療用尿バック、インフルエンザ等予防接種代、栄養補助食品、ジュース、

アルコール類、水分補給用清涼飲料水等飲食物にかかる費用、売店の購入費用、タバコ

代、理美容代、パジャマ、肌着、普段着等の被服費、歯磨き粉、歯ブラシ、ティッシュ

等の日常生活用品、入場料、外出時の食事代、おこづかい等。 

実 

費 

 

④ 電気料金 

居室へ持ち込みの小型冷蔵庫やテレビ等に係る

電気使用料 

※充電器で使用するもの（スマートフォン、タ

ブレット、電気シェーバー等）は除きます。 

１台につき 

５５０円／月 

⑤ 金銭等管理サービス 
ご契約者の所有する現金及び預金通帳、有価証券、保険等の

証書並びに印鑑の保管及び出入金等の管理 1 ヶ月につき 
取引件数 ２，０５０円／月 

⑥ 通帳等管理サービス 
身元保証人が不在等の理由により、預金通帳等の管理を行

う。 

月額 1,100 円（税込） 

但し、管理する口座が複数あ

る場合は 1 口座につき月額

1,100 円を加算 


